
 

令 和 5 年 4 月 6 日 

業務部首席関税鑑査官 

 

 

税関ホームページ新規掲載のお知らせ 

 

 

 

平素より税関業務にご協力いただき、ありがとうございます。 

以下のとおり税関ホームページに品目分類事例が掲載されましたので、ご参考までに

お知らせいたします。 

 

 

〇 ペット用玩具（第 95.03 項に分類されない事例）  第 39.26項 

 

〇 ペット用玩具（第 95.03 項に分類されない事例）  第 63.07項 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】 

業務部首席関税鑑査官 

03-3529-0700（税関相談官と共用） 



 

 貨物概要 

プラスチック製の猫用玩具 

 

性 状：多泡性ポリウレタンを魚型に型抜きしたもの 

    中に、またたびが封入されている 

  材 質：ポリウレタン 

用 途：猫がじゃれながら遊ぶ、又は投げて猫に与える 

サイズ：長さ７㎝ 

 

 

 分類 

関税率表第 3926.90 号－２（統計番号 3926.90-029）のその他のプラスチック製品 

 

 分類理由 

関税率表第 95.03 項に規定する「その他の玩具」には、本質的に人間の娯楽のための玩具が

含まれます。本品は、多泡性ポリウレタンを魚型に型抜きし、中にまたたびを封入した猫用玩

具であり、同表第 95 類注５に規定する「その意匠、形状及び構成材料から専ら動物用と認めら

れるもの」に該当することから、同表第 95.03 項には分類されません。 

よって、本品は、他の項に該当しないその他のプラスチック製品として上記のとおり分類さ

れます。 

♠   ♠   ♠ 

 

注記 

関税を課する場合の基礎となる貨物の性質は、特定の場合を除き、当該貨物の輸入申告の時における現況

によります（関税法第４条）。 

この分類事例は、一定の事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現し

たものではありませんので、輸入を予定している具体的な貨物に適用する場合においては、この回答内容と

異なる関税率表適用上の所属（分類）となり、異なる課税関係が生ずることがあることにご注意下さい。 

（具体的な貨物の関税分類や関税率について輸入申告時の審査の際に尊重される回答を希望される場合に

は、文書による事前教示をご利用下さい。） 

✿ペット用玩具（第 95.03 項に分類されない事例）          第 39.26 項 



 

 貨物概要 

紡織用繊維製の犬用玩具 

 

性 状：ひもの両端に紡織用繊維製のボールを取り付けたもの 

ボールの中には音が鳴る笛が内蔵されている 

材 質：（ひも）ナイロン 

（ボール）ポリエステル、ポリウレタン 

（笛）ポリエチレン 

用 途：犬とのコミュニケーション（投げる、引っ張り合う） 

サイズ：長さ 35cm 

 

 

 分類 

関税率表第 6307.90 号－２（統計番号 6307.90-029）のその他の紡織用繊維製品 

 

 分類理由 

関税率表第 95.03 項に規定する「その他の玩具」には、本質的に人間の娯楽のための玩具が

含まれます。本品は、ひもの両端に紡織用繊維製のボールを取り付けた犬用玩具であり、同表

第 95 類注５に規定する「その意匠、形状及び構成材料から、専ら動物用と認められるもの」に

該当することから、同表第 95.03 項には分類されません。 

よって、本品は、他の項に該当しないその他の紡織用繊維製品として上記のとおり分類され

ます。 

♠   ♠   ♠ 

 

注記 

関税を課する場合の基礎となる貨物の性質は、特定の場合を除き、当該貨物の輸入申告の時における現況

によります（関税法第４条）。 

この分類事例は、一定の事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現し

たものではありませんので、輸入を予定している具体的な貨物に適用する場合においては、この回答内容と

異なる関税率表適用上の所属（分類）となり、異なる課税関係が生ずることがあることにご注意下さい。 

（具体的な貨物の関税分類や関税率について輸入申告時の審査の際に尊重される回答を希望される場合に

は、文書による事前教示をご利用下さい。） 

✿ペット用玩具（第 95.03 項に分類されない事例）          第 63.07 項 


